
区　分 申込者数 第１次
受験者数（Ａ）

第１次
合格者数

最終合格者
数（Ｂ）

競争倍率
（Ａ）／（Ｂ）

上級行政 45人 31人 16人 4人 7.8倍

上級建築 2人 2人 1人 1人 2.0倍

初級行政 16人 16人 12人 6人 2.7倍

１．職員の任免および職員数に関する状況
（1） 職員の採用・退職に関する状況（平成26年度）

定年退職 普通退職 その他 計
14人 1人 5人 20人

区　分 一般行政職 技能労務職 計 条例定数
市長部局 248人 17人 265人 293人
教育委員会 46人 16人 62人 83人
上下水道事業 16人 2人 18人 22人
その他 11人 0人 11人 12人
計 321人 35人 356人 410人

（2）職員数に関する状況（平成27年4月1日現在）

※職員数は、毎年度総務省へ報告する「地方公共団体定員管理調査」の
数値です（市長・副市長および教育長を除く）。条例定数は、「白石市
職員定数条例」に規定する職員定数。「その他」は、議会事務局、選
挙管理委員会事務局、監査委員事務局および農業委員会事務局の職員
数です。

白石市人事行政の運営状況
　本市の人事に関する公平性と透明性を図るため、平成26年度の採用状況や給与、勤務時間など人事行政の運営
状況をお知らせします。 問総務課　☎22-1331

区　分 白　石　市
決定初任給

宮　城　県
決定初任給

国
決定初任給

一般
行政職

大学卒 174,200円 180,800円 174,200円
高校卒 142,100円 146,500円 142,100円

（3） 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

※平均給与月額は、平均給料月額に扶養手当、通勤手当、
住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当
を加えたものです。ただし、国の平均給与月額には通勤
手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当などの実績支給で
ある給与は含まれていません。

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ） 前年度の人件費率
15,940,495千円 473,117千円 2,747,181千円 17.2% 17.9%

２．職員の給与の状況

※人件費＝一般職・特別職に支給される給与、共済負担金、退職手当負担金、災害補償費など

（1） 人件費の状況（平成26年度普通会計決算）

区　分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
白石市 309,944円 352,888円 42.4歳 274,624円 293,165円 49.6歳
宮城県 323,015円 402,407円 42.3歳 328,544円 371,143円 51.8歳
国 334,283円 408,996円 43.5歳 289,141円 328,318円 50.2歳

（2）職員の平均給料、平均給与、平均年齢の状況（平成26年4月1日現在）

区分 概　要 備考
病気休暇 公務上の傷病、結核性疾患、公務外の傷病 有給

特別休暇
公民権行使、社会貢献活動、結婚、忌引、妊産婦母体保
護、産前・産後、男性職員の育児参加、通信教育スクー
リング、国などが主催する運動競技会、夏期休暇など

有給

介護休暇 配偶者、子、父母などの介護 無給
組合休暇 職員団体の業務または活動に従事する場合 無給

（2）休暇制度の概要

４．職員の服務の状況
（1）服務の概要
　服務の宣誓、法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用
失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行
為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限

６．職員の研修および勤務成績の評定の状況
（1）職員研修の状況（平成26年度）
　職員の研修は、「白石市人材基本方針」および「白石市職員研
修計画」に基づき、庁内研修のほか、宮城県市町村職員研修所な
どへの派遣研修を実施しています。
●庁内研修
　新規採用職員研修：11人　行政研修：210人　法制執務研修：16人
●派遣研修
　仙南四市職員研修運営協議会：22人
　宮城県市町村職員研修所：92人
　東北自治研修所：1人　全国市町村中央研修所：5人

（2）勤務成績の評定の概要
昇給判定：年１回（12月）勤勉手当査定：年２回（5月・11月）

５．職員の分限および懲戒処分の状況（平成26年度）
分限処分：0件　懲戒処分：0件

（3）利益の保護の状況（平成26年度）
ア．勤務条件に関する措置の要求の状況　0件
イ．不利益処分に関する不服申し立ての状況　0件

７．職員の福祉および利益の保護の状況
（1）福利厚生事業の状況
　条例により「白石市職員互助会」を設置し、福利厚生事業を実
施しています。

３．職員の勤務時間そのほかの勤務条件の状況
（1）勤務時間の状況（出先機関などを除く標準的なもの）
１日の勤務時間 始　業 休憩時間 終　業
7時間45分 8:30 12:00 ～13:00 17:15

職員１人当たりの平均有給休暇取得日数（平成26年） 9日

※時間外・休日勤務時間＝管理職員を除いた時間数

時間外・休日勤務総時間（平成26年度） 職員１人当たり平均時間外・休日勤務時間（年間）
25,877時間 83時間

定期健康診断 人間ドック 脳ドック 胃がん検診 肺がん検診
246人 106人 44人 162人 187人

子宮がん検診 乳がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診 骨粗しょう症検診
98人 51人 195人 36人 59人

（2）健康診断の状況（平成26年度）

（3）育児休業取得者の状況（平成27年4月1日現在）
男性 女性 計
0人 4人 4人

（2）営利企業従事許可の状況（平成27年4月1日現在）
営利企業等従事許可件数 7件

① 提供を求めることができる者（国の行政機関や地方公共団体、勤務先など）以外は、マイナンバー
　の提供を求めてはならないとされています。
② マイナンバーを、みだりに他人に知らせないようにしましょう。
③
※申請の詳細は通知カード同封のパンフレットをご覧ください。

マイナンバーが記載されている通知カードは、大切に保管してください。

　 大切にしてね「マイナンバー」と「通知カード」

おもて うら

　 あなたの「個人番号カード」が申請できます

　おもて面には、住所・氏名・生年月日・性別が記載され、
写真が表示され、身分証明書として利用できます。

　うら面には、マイナンバーが記載され、マイナンバー
を証明することができます。

申請してね、個人番号カード ICチップが搭載され、

を格納できます。

アプリ電子証明書 と

交付手数料は

無料です※

※　初回の交付手数料は無料ですが、紛失その他に伴う再交付手数料は有料です。

　近年、一般家庭のホームタンクからの油漏れが
増えています。油流出事故は灯油を使用する冬に
多発し、その原因のほとんどが人的ミスによるも
のです。油が漏れてしまうと、河川へと流れてし
まい、水質汚濁へとつながります。事故を起こす
と、その油の撤去費用は原因者が負担することに
なります。
　事故を起こさないためにも、一人ひとりが注意
をして、きれいな川を守りましょう。

ホームタンクからの油漏れにご注意ください
■事故を未然に防ぐための注意点
①使用し終わったら、バルブをしっ
かり閉める。

②給油中にその場を離れない。
③ホームタンクの定期的な点検を行う。
■油が漏れてしまったら…
　すぐにバルブを閉め、消防署、市役
所生活環境課に連絡をしましょう。
問生活環境課　☎22-1314

　住民基本台帳カードをお持ちの方、新規作成を希望される方はご注意ください。
①現在発行されている住民基本台帳カードは、有効期限までお使いいただけ
ます。ただし、有効期限内であっても電子証明書の有効期限（現行３年）
に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。

②住民基本台帳カード向け公的個人認証サービスの電子証明書発行業務につ
いては、平成27年12月22日で終了となります。�

③平成27年12月28日以降は、住民基本台帳カードの新規発行は行いません。

・マイナンバー総合フリーダイヤル

　☎0120-95-0178（無料）

・通知カード・個人番号カード

☎26-6844

問市民課　☎22-1312

個人番号カード交付申請のご案内
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